
貸し出し条件

◆対 象 者： 三豊市内に居住する６５歳以上の方で、特殊詐欺などの被害防止
のために貸出しを希望する方

◆申 込 者： 貸出し対象者及びその親族

◆貸出期間： 原則、貸出日から６か月間

期間終了後は、三豊警察署に返納をお願いします。

◆禁止事項： 第三者への貸出しは禁止します。

◆紛 失 等： 故意又は重大な過失により紛失、損壊等した場合、購入費用を
求償する場合があります。

お問合せ窓口

三豊警察署
生活安全課

電話 ７２－０１１０

お問合せ窓口

三豊警察署
生活安全課

電話 ７２－０１１０

現在、貸出台数が
約５０台あります。

今ならすぐ、貸し出
しできます。

◆◆◆ 電話工事不要で簡単に取付けができます

◆◆◆ 撃退装置を設置してから被害にあっていない・・・・・

★★★ 三豊警察署からのお知らせ ★★★

無料で


